
  

 

 

 特定子ども・子育て支援施設等検査基準    

（幼稚園・幼稚園、認定こども園が実施する預かり保育事業用） 
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検査基準中の「評価区分」 

評価区分 指導形態 

Ｃ 文書指摘  教育・保育関係法令及び関係通達に違反する場合（軽微な違反の場合

を除く。）は原則として、「文書指摘」とする。 

 ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延している場合等 

は、「口頭指摘」とすることができる。 

Ｂ 口頭指導 教育・保育関係法令以外の関係法令又はその他の通達等に違反する場

合は、原則として、「口頭指導」とする。 

 ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由な

く改善を怠っている場合は、改善状況報告書又は改善計画書の提出を求

めることができる。 

 なお、教育・保育関係法令及び関係通達等に違反する場合であっても、 

軽微な違反の場合に限り「口頭指導」とすることができる。 

Ａ 助言指導  法令及び通達等のいずれにも適合する場合は、水準向上の為の「助言

指導」を行なう。 
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【目 次】 

第一  利用定員に関する基準 

第二  運営に関する基準 

第三  その他 

 

【凡 例】 

 以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。 

№． 関係法令及び通知等 略 称 

１ 平成２４年８月２２日法律第６５号「子ども・子育て支援法」 支援法 

２ 昭和２２年法律第２６号「学校教育法」 教育法 

３ 昭和３１年文部省令第３２号「幼稚園設置基準」 幼稚園設置基準 

４ 昭和３３年法律第５６号「学校保健安全法」 安全法 

５ 昭和３３年６月１３日文部省令第１８号「学校保健安全法施行規則」 安全法規則 

６ 平成２６年４月３０日内閣府令第３９号「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準」 

運営基準 

７ 平成２６年１０月２３日江東区条例２５号「江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例」 

江条例 

８ 平成２７年７月１７日２７文科初第２３８号、雇児発０７１７第１１号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働

省雇用均等・児童家庭局長連名通知「一時預かり事業の実施について」 

預かり要綱 

 

 

 

 

 



項目 基本的考え方 観点 関係法令 評価事項 評価 

第一 利用定員に関する基準 

１ 利用定員の遵守 

 

 

 

 

 

第二 運営に関する基準 

1 特定子ども・子育て支援の

内容及び利用料の説明及び

同意 

 
 
 
 
 
 
 
2 平等取り扱いの原則 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 施設等利用給付認定の申請

に係る援助 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) 特定子ども・子育て支援施設等は、利用定員を超 

えて特定子ども・子育て支援の提供を行ってはなら 
ない。ただし、年度中における需要の増大への対応、 
災害、虐待その他やむを得ない事情等がある場合は、 
この限りではない。 

(2) 特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園は、 
１学級あたりの園児数は35人を超えてはならない。 

(3) 幼稚園等が実施する預かり保育事業についても同
様に、１部屋あたりの収容人数は35人を超えては
ならない。 

 
 
 

特定子ども・子育て支援の提供開始に際しては、 
あらかじめ利用の申込みを行った施設等利用給付認 
定保護者に対し、特定子ども・子育て支援の内容及 
び特定子ども・子育て支援の提供の対価（特定費用） 
等について、申込者が特定子ども・子育て支援等実 
施施設の選択に資すると認められる重要事項を記し 
た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始につ 
いて利用申込者の同意を得なければならない。 
 

 
 
 
 
(1) 特定子ども・子育て支援施提供者は、施設等利用

給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分または特
定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担す
るか否かによって、差別的取り扱いをしてはならな
い。 

 
(2）特定子ども・子育て支援施設は、利用者及び利用

申込者が利用定員の総数を超える場合においては、
抽選、申し込みを受けた順序により決定する方法、
特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する
理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法に
より選考しなければならない。 

 
 
  特定子ども・子育て支援施設は、施設等利用給付

認定を受けていない保護者から利用の申し込みがあ
った場合は、速やかに施設等利用給付認定の申請が
行われるように必要な援助を行わなければならな
い。また、施設等利用給付認定の変更について、変
更の申請が施設等利用給付認定有効期間の満了日の
30日前には行われるように必要な援助を行わなけれ
ばならない。 

 
 
 

利用定員を遵守しているか。利用定
員を超えている場合、正当な理由はあ
るか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設等利用給付認定保護者に対し、
重要事項を記した文書の交付及び
同意を得ているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 入園選考、特定子ども・子育て支

援の提供に際し、差別的な取り扱い
をしていないか。 

 
 
 
(2) 利用者申込者が利用定員を超え

る場合において公正な方法により選
考しているか。 

 
 
 
 
 
必要な援助を行なっているか。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
幼稚園設置基準 
 
 
 
 
 
 
預かり要綱 
 
 
 
 
 
運営基準第55条第1項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
運営基準第 59 条 
 
 
 
 
 
運営基準第 59 条 
 
 
 
 
 
 
 
江条例第 9条第 1項及
び第 2項 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
正当な理由がなく、定員を超過している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 重要事項を記した文書の交付及び

同意を得ていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 正当な理由なく差別的取り扱いを

行っている。 
 
 
 
 
(2) 公正な方法により選考していない。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 施設等利用給付認定の申請に関し

て必要な援助を行っていない。 
 
(2) 施設等利用給付認定の変更に関し

て必要な援助を行っていない。 
 
 
 

 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 



4 園児の健康の保持増進 
 
 
 
 
 
 
5 関係機関との連携 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 記録の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 利用料及び特定費用の額の

受領 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定子ども・子育て支援施設は、特定子ども・子育
て支援の提供に当たっては、施設等利用給付認定子ど
もの心身の状況、その置かれている環境、他の特定子
ども・子育て支援施設等の利用状況等の把握に努めな
ければならない。 

 
 
(1) 特定子ども・子育て支援施設である幼稚園は、地 
 域や園の実態等により、幼稚園等に加え、保育所、 
 認定こども園、小学校、中学校、高等学校及び特別 
 支援学校等との間の連携や交流を図るものとする。 

 
(2) 幼稚園教育と小学校教育の円滑な接続のため、幼 
 稚園幼稚園児と小学校児童との交流の機会を積極的 
 に設けるように努めるものとする。 
 
 
(1) 特定子ども・子育て支援施設は、特定子ども・子 

育て支援を提供した際は、提供した日及び時間帯、 
特定子ども・子育て支援の具体的な内容、その他必 
要な事項を記録しなければならない。 

 
(2) 特定子ども・子育て支援施設は、職員、設備及び 
 会計に関する諸記録を整備しておかなければならな 

い。 
 

(3) 特定子ども・子育て支援施設は、特定子ども・子 
育て支援の提供の記録等を整備し、その完結の日か 
ら5年間保存しなければならない。 

 
 
 
 
 
(1) 特定子ども・子育て支援施設は、特定子ども・子

育て支援を提供した時は、施設等利用給付認定保護
者からその者との間に締結した契約により定められ
た特定子ども・子育て支援の提供の対価の額から、
支援法第30条の11第3項の規定により区から支払い
を受けた施設等利用費の額を控除して得た額の支払
いを受けるものとする。 

 
(2) 特定子ども・子育て支援施設は、前項の規定によ

り支払いを受ける額のほか、特定費用の額の支払い
を施設等利用給付保護者から受けることができる。 

  この場合において、特定子ども・子育て支援施設
は、あらかじめ当該支払いを求める金銭の使途及び
額並びに理由について書面により明らかにするとと
もに、施設等利用給付認定保護者に対して説明を行
い、同意を得なければならない。 

 
 
 

施設等利用給付認定子どもの心身の
状況等の把握に努め、適切な教育・保
育を行っているか。 
 
 
 
 
(1) 特定子ども・子育て支援の提供や 
 終了にあたり、他機関等との密接な 
 連携に努めているか。 
 
 
(2) 小学校との交流を行っていない。 
 
 
 
 
(1) 特定子ども・子育て支援の提供の 

記録を行っているか。 
 
 
 
(2) 職員、設備、会計に関する諸記録 

を整備しているか。 
 
 
(3) 記録等の書類を適切に管理して 

いるか。 
 
 
 
 
 
 
(1) 子ども・子育て支援提供の対価を 

適切に受領しているか。 
 
 
 
 
 
 
(2) 特定費用の額や徴収理由等につ

いて施設等利用給付認定保護者に説
明の上、同意を得ているか。  

 
 
 
 
 
 
 
 

安全法第 4条 
 
 
 
 
 
 
教育要領第 6の 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
運営基準第 54 条 
 
 
 
 
運営基準第61条第1項 
 
 
 
運営基準第61条第2項 
 
 
 
 
 
 
 
運営基準第55条第1項 
 
 
 
 
 
 
 
運営基準第55条第2項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設等利用給付認定子どもの状況の把
握を怠っている。 
 
 
 
 
 
(1)関係機関との連携に努めていない。 
 
 
 
 
(2)小学校との連携に努めていない。 
 
 
 
 
(1) 特定子ども・子育て支援の提供内容 

の記録をしていない 
 
 
 
(2) 職員、設備、会計に関する諸記録を 

整備していない。 
 
 
(3) 記録等の保存が適切になされてい 

ない。 
 
 
 
 
 
 
(1) 対価の受領を適切に行っていない。 
 
 
 
 
 
 
 
(2)-1 特定費用の徴収について、保護者 

へ説明していない。 
(2)-2 特定費用の徴収について、保護者 

の同意を得ていない。 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
保存さ
れてい
ない 
Ｃ 
不十分 
Ｂ 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
Ｂ 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 領収証及び特定子ども・子
育て支援提供証明書の交付 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 施設等利用給付認定保護者

に関する区への通知 
 
 
 
 
 
 
10 秘密保持等 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
11 苦情解決 
 
 
 
 
 

(1) 特定子ども・子育て支援施設は、利用料及び特定 
費用の支払いを受ける際、当該支払いをした施設等 
利用給付認定保護者に対し、領収証を交付しなけれ 
ばならない。この場合において、当該領収証は利用 
料の額から法第30条の11第3項の規定により区から 
支払いを受けた施設等利用費の額を控除して得た額 
と特定費用の額とを区分して記載しなければならな 
い。 

 
(2) 法第30条の11第3項の規定により区から特定子ど

も・子育て支援に係る施設等利用費の支払いを受け
る特定子ども・子育て支援施設は、区及び当該施設
等利用給付認定保護者に対し、当該支払に係る特定
子ども・子育て支援を提供した日及び時間帯、当該
子ども・子育て支援の内容、費用の額その他施設等
利用費の支給に必要な事項を記載した特定子ども・
子育て支援提供証明書を交付し、及び当該施設等利
用給付認定保護者に対し、当該施設等利用給付認定
保護者に係る施設等利用費の額を通知しなければな
らない。 

 
 
 

特定子ども・子育て支援施設は、特定子ども・子育
て支援を受けている施設等利用給付認定子どもに係る
保護者が偽りその他不正な行為によって施設等利用費
の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、
意見を付してその旨を区へ通知しなければならない。 
 
 
 
(1) 特定子ども・子育て支援施設もしくは当該施設の

職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上
知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の
秘密を漏らしてはならない。また、特定子ども・子
育て支援施設は、職員であった者が正当な理由がな
く、その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども
又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な
措置を講じなければならない。 

 
(2) 特定子ども・子育て支援施設は、小学校、他の特

定子ども・子育て支援施設その他の機関に対して、
施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供する
際には、あらかじめ文書により施設等利用給付認定
保護者の同意を得ておかなければならない。 

 
 
(1) 特定子ども・子育て支援施設は、施設等利用給付 

認定子ども又は施設等利用給付認定保護者その他の 
当該施設等利用給付認定子どもの家族からの苦情に 
迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける 
ための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけれ 
ばならない。 

(1) 施設等利用給付認定保護者に対 
し、徴収済費用の領収証を発行して 
いるか。 

 
 
 
 
 
 
(2) 定期的に区及び保護者に対し特

定子ども・子育て支援の内容等を通
知しているか。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
遅滞なく区へ通知しているか。 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 職員及び退職者等が秘密を漏ら

すことがないよう必要な措置を講じ
ているか。 

 
 
 
 
 
 
(2) 情報を提供する際には、施設等利

用給付認定保護者の同意を得ている
か。 

 
 
 
 
(1)-1 苦情窓口を設け、適切に対応し

ているか。 
(1)-2 苦情窓口の設置について、保護

者に周知されているか。 
 
 

運営基準第56条第1項 
 
 
 
 
 
 
 
 
運営基準第56条第2項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
運営基準第 58 条 
 
 
 
 
 
 
 
運営基準第60条第1項 
運営基準第60条第2項 
 
 
 
 
 
 
 
運営基準第60条第3項 
 
 
 
 
 
 
江条例第 30 条 
 
 
 
 
 

(1) 領収書を発行していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 特定子ども・子育て支援の内容等を

通知していない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区への通知を行なっていない。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 秘密保持のための措置を講じてい
ない。 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 保護者の同意を得ていない。 
 
 
 
 
 
 
(1)-1 苦情の窓口（体制）を設置してい

ない。 
(1)-2 保護者に周知されていない。 
(1)-3 保護者への周知が不十分である。 
 
 

Ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 
Ｂ 
Ｂ 
 
 



 
 
 
 
 
 
12 事故発生の防止及び発生

時の対応 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 職員の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 特定子ども・子育て支援施設は、前項の苦情を受
け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなけ
ればならない。 

 
 
 
(1) 特定子ども・子育て支援施設は、事故の発生又は

その再発を防止するため、次に定める措置を講じ
なければならない。 

 
(1)-1 事故が発生した場合の対応、次に規定する報
告の方法等が記載された事故発生の防止のための
指針を整備すること。 

 
(1)-2 事故が発生した場合又はそれに至る危険性
がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、
その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体
制を整備すること。 

 
(1)-3 事故発生防止のための委員会及び職員に対
する研修を定期的に行うこと。 

 
(2) 特定子ども・子育て支援施設は、特定子ども・子

育て支援の提供により事故が発生した場合は、速
やかに区及び当該施設等利用給付認定子どもの家
族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じな
ければならない。 

 
(3）特定子ども・子育て支援施設は、事故の状況及び

事故に際して採った処置について記録しなければな
らない。 

 
(4) 特定子ども・子育て支援施設は、特定教育・保育

の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損
害賠償を速やかに行わなければならない。 

 
 
 
（幼稚園） 
(1)学校医、学校歯科医、学校薬剤師を置く 
 
(2)3歳から5歳児の学級には幼稚園教諭免許状を保有 

する学級担任を配置する。 
(3)幼稚園教諭の配置は、１学級につき１名以上配置 

する。 
 
(4)幼稚園には教頭もしくは副園長を配置する。 
 
 
(幼稚園等が実施する預かり保育) 
※幼稚園等が実施する預かり保育については、預かり 

要綱４（２）④に規定する幼稚園型一時預かり事業 
の職員配置基準を満たすこととされている。 

(2) 苦情の内容を記録しているか。 
 
 
 
 
 
(1)-1 事故発生時の対応や報告の方

法等が記載された指針が整備され、
遵守されているか。 

 
(1)-2 平成 27年 2月 16日付府政共生

96号 26初幼教第30号雇児保発0216
第 1 号「特定教育・保育施設等にお
ける事故の報告等について」に定め
る重大事故が発生した際に事故報告
書を作成し、区に提出しているか。 

(1)-2 体制を整備しているか 
 
 
(1)-3 研修を実施しているか。 
 
 
(2) 必要な措置を行っているか 
 
 
 
 
 
(3) 事故の記録をしているか。 
 
 
 
(4) 損害賠償保険に加入しているか

または損害賠償が行われているか。 
 
 
 
 
 
(1)園医等は適切に配置されているか。 
 
(2)学級担任は幼稚園教諭免許状保有 

者が担っているか。 
(3)幼稚園が設定している学級数に対 

応した幼稚園教諭を配置している 
か。 

(4)教頭または副園長を配置している 
か。 

 
 
 
 
 

江条例第 30 条 
 
 
 
 
 
江条例第 32 条第 1項 
第 1号 
 
 
 
 
 
 
 
 
江条例第32条第1項第
2号 
 
江条例第32条第1項第
3号 
 
江条例第 32 条第 2項 
 
 
 
 
 
江条例第 32 条第 3項 
 
 
 
江条例第 32 条第 4項 
 
 
 
 
 
 
安全法規則第 23 条 
 
幼稚園設置基準第 5条 
 
 
 
 
教育法第 27 条 
 
 
 
 
 
 

(2) 苦情の内容を記録していない。 
 
 
 
 
 
(1)-1 指針等が整備されていない。 
 
(1)-2 通知で報告が必要な事故にも関

わらず区へ報告書を提出していない。 
 
 
 
 
 
 
(1)-2 体制を整備していない 
 
 
(1)-3 研修等を実施していない。 
 
 
(1) 事故発生時の区や家族への連絡な

ど適切に行っていない。  
 
 
  
 
(3) 事故の記録を行っていない。 
 
 
 
(4) 損害賠償保険に加入していない又

は損害賠償が行われていない。 
 
 
 
 
 
(1)学校医、学校歯科医、学校薬剤師が適

正に配置されていない。 
(2)職員配置が適正に行われていない。 
 
(3)学級数に対応した有資格者が配置さ

れていない。 
 
(4)教頭もしくは副園長を配置していな 

い。 
 
 
 
 
 

Ｂ 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 
Ｃ 
 
Ｃ 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 
 
 



13 職員の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三 その他 
 
 
 
 

(1)年齢別配置基準を満たす職員（うち、幼稚園教諭免 
許状もしくは保育士資格の保有者を１/３以上配置 
すること。）を配置しているか。 

①満4歳以上の園児 概ね30人につき1人 
②満3歳以上満4歳未満の園児 概ね20人につき1人 
(2)預かり事業の従事職員は2名を下らないようにする 

こと。ただし、幼稚園等と一体的に事業を実施し、 
当該幼稚園等の職員（保育士又は幼稚園教諭免許状 
所有者に限る。）による支援を受けられる場合には、 
保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者１名で処 
遇ができる乳幼児数の範囲内において、教育・保育 
従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者 
１名とすることができること。 
また、保育士又は幼稚園免許状所有者以外の教育・ 
保育従事者の配置は、アに掲げる者又はイからオま 
でに掲げる者で市町村が適切と認める者とするこ 
と。なお、イからオまでに掲げる者を配置する場合 
には、園内研修を定期的に実施することなどによ 
り、預かり業務に従事する上で必要な知識・技術等 
を十分に身につけさせる必要があること。 
ア 市町村長等が行う研修を修了した者 
イ 小学校教諭普通免許状所有者 
ウ 養護教諭普通免許状所有者 
エ 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修 

中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教 
育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認 
められる者 

オ 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免 
許状を有していた者（教育職員免許法（昭和24 年 
法律第147 号）第10 条第１項又は第11 条第４項 
の規定により免許状が失効した者を除く。） 

 
 
 

上記に定めるもののほか、特定教育・保育施設の建
物や設備の維持管理、災害対策等について、その法令
等を遵守しなければならない。 
 
 

(1)必要な資格を有する者が配置され
ているか。 

 
 
 
(2)職員配置が適正になされているか。 
 
 
 
 
 
 

預かり要綱４(2)④ 
 
 
 
 
預かり要綱４(2)④ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関係規定 
 
 

(1)必要な資格を有する者を配置してい 
ない。 

 
 
 
(2)職員配置が適正になされていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
適正な手続き又は対応が行われていな
い。 
 
 
 

Ｃ 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 
 
 
軽微な
違反 B 
 
法令等
に反す
るもの
Ｃ 

 

 

 



教育・保育内容 編 
【目次】 
第一 教育・保育の内容 
第二 健康・安全の状況 
 
【凡例】 
 以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№． 関係法令及び通知等 略 称 

１ 平成 10 年文部省告示第 174 号 幼稚園教育要領 教育要領 

２ 昭和 22 年 3 月 31 日法律第 26 号 学校教育法 教育法 

３ 昭和 22 年 5 月 23 日文部省令第 11 号 学校教育法施行規則 施行規則 

４ 昭和 28 年 10 月 31 日政令第 340 号 学校教育法施行令 施行令 

５ 昭和 22 年法律第 164 号 児童福祉法 児童福祉法 

６ 平成 12 年法律第 82 号 児童虐待の防止等に関する法律 虐待法 

７ 昭和 33 年法律第 56 号 学校保健安全法 学校保健安全法 

８ 昭和 23 年厚生省令第 11 号 児童福祉法施行規則 児童福祉法施行規則 

９ 平成 27 年 7 月 17 日 27 文科初第 238 号、雇児発 0717 第 11 号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長連名通知「一時預かり事業の実施について」 

預かり要綱 



項目 基本的考え方 観点 関係法令等 評価事項 評価 

 
第一 教育・保育の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二 健康・安全の状況 
１ 健康診断について 
 
 
 
 
 
 
 

 
（幼稚園） 

幼稚園の教育課程その他の保育内容については、
学校教育法施行規則に定めるもののほか、幼稚園教
育要領によるものとする。 
 
 
 
 
（幼稚園等が実施する預かり保育） 
 幼稚園教育要領第 1章第 7節及び児童福祉法施行 
規則第 36 条の 35 第２号イ、二及びホに定める設備 
及び教育・保育の内容に関する基準を遵守すること。 

 
【参考】施行規則第 36 条の 35 第 2 号（関連部分抜粋） 

幼稚園又は認定こども園（以下この号において「幼
稚園等」という。）において、主として幼稚園等に在籍
している満三歳以上の幼児に対して一時預かり事業を
行う場合（以下この号において「幼稚園型一時預かり
事業」という。） 次に掲げる全ての要件を満たすこと。 

 
イ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条 

の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とす 
る幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備（調理 
室及び屋外遊戯場を除く。）を設けること。 
 

ニ 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定め 
るものに準じ、事業を実施すること。 

(1) 幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定 
こども園 学校教育法第二十五条の規定に基づき文 
部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育 
内容に関する事項 

(2) 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第十
条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型
認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容
に関する事項 
(3) 食事の提供を行う場合においては、当該施設にお
いて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調
理機能を有する設備を備えること。 

 
 
 
 
(1) 園においては、毎学年定期に園児の健康診断を行 
 わなければならない。健康診断は毎年度１回、６月 
 ３０日より以前に実施）行うことを原則とする。 

 
(2) 園児の健康診断を行った時は、健康診断票を作成 
 しなければならない。園長は、園児が転園した場合 
 においては当該園児の健康診断票を転園先に送付し 
 なければならない。 

 
 

幼稚園の教育は、学校教育法、同
施行規則、同施行令及び幼稚園教育
要領等により行われているか。 
 
 
 
 
 
 幼稚園教育要領第1章第7節及び児
童福祉法施行規則第36条の35第2号
の内容を遵守の上実施されている
か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 園児の健康診断を適切に行っ 

ているか。 
 
 
(2)-1 園児の健康診断票を作成し

ているか。 
(2)-2 園児が転園した場合に健康

診断票を送付しているか。 

 
 
学校教育法 
施行令 
施行規則 
幼稚園設置基準 
幼稚園教育要領 
 
 
 
幼稚園教育要領 
児童福祉法施行規則第
36 条の 35 イ・ニ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・学校保健安全法第 13

条 
・学校保健安全法施行規

則第 5条 
・学校保健安全法施行規

則第 5条 
 
 

 
 

幼稚園教育要領に基づき、適正に教育
が行われていない。 
 
 
 
 
 
 

幼稚園教育要領及び児童福祉法施行規
則に基づき適正に預かり保育事業が行わ
れていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)-1 健康診断を年１回以上実施して

いない。 
(1)-2 実施時期・方法等が不適切であ

る。 
(2)-1 園児の健康診断票を作成してい

ない。 
(2)-2 健康診断票を転園先に送付して

いない。 

 
 
軽微な
違反 B 
 
法令等
に反す
るもの
Ｃ 
 
軽微な
違反 B 
 
法令等
に反す
るもの
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
Ｂ 
 
Ｃ 
 
Ｂ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
２ 虐待等への対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 感染症の対策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 安全対策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 健康診断を行った時は２１日以内にその結果を 
園児及びその保護者に通知するとともに、健康診断 
の結果に基づき疾病の予防処置を行い、又は治療を 
指示し、並びに運動及び作業を軽減する等、法令で 
規定する適切な措置をとらなければならない。 

 
 
 

園児の心身の状態等を観察し、児童虐待を受けたと
思われる児童を発見した場合は、速やかに、これを区、
都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又
は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉
事務所若しくは児童相談所に通告しなければならな
い。 
 
 
 
(1) 園長は感染症にかかっており、かかっている疑い

があり、又はかかるおそれのある園児があるとき
は、政令で定めるところにより、出席を停止させ
ることができる。 

 
(2) 幼稚園の設置者は、感染症の予防上必要があると

きは、臨時に、園の全部又は一部の休業を行うこ
とができる。 

 
 
 
(1) 在園児の事故防止のために、園児の心身の状況等

を踏まえつつ、職員の共通理解と体制作りを図る
とともに、家庭や地域の諸機関の協力の下に安全
指導を行うこと。（幼稚園は、学校保健安全法第２
７条に規定する学校安全計画及び同法第 29 条に
規定する危険等発生時対処要領を策定し、これを
実施しなければならない。） 

 
(2) 災害や事故の発生に備えるとともに、外部からの

不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測
の事態に備え必要な対応を図ること。また、園児
の精神保健面（PTSD 等）における対応に留意する
こと。 

 
(3) 施設・設備・遊具、玩具・園庭等の安全点検を実

施するとともに、法令で定められた施設・設備点
検を実施すること。 

 
 

上記に定めるもののほか、教育・保育の提供にあた
り、適正かつ適切に行うとともに、事故防止に努めな
ければならない。 
 
 

(3) 健康診断実施後に、保護者への
通知及び必要な対応をしている
か。 

 
 
 
 
 
不適切な養育の兆候が見られる場合
に適切に対応しているか 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 感染症の拡大防止に係る取り組

みを行っているか。 
 
 
 
(2) 感染症の発生時の対応が不十分

である。 
 
 
 
 
(1)-1 学校安全計画を策定してい

るか。 
(1)⁻2 危険等発生時対処要領を策 

定しているか。 
(1)-3 計画について職員に必要な
周知・教育を行っているか。 
 
 
(2)-1 事故発生時等の対応訓練を

行っているか。 
(2)-2 園児のケアに係る取り組み

を行っているか。 
 
 
(3)-1 定期的に安全確認を実施し

ているか。 
(3)-2 法令で点検義務のある建

物・設備点検を実施しているか。 
 
適正かつ適切に教育・保育を行い、
事故防止等に努めているか。 
 
 
 
 

・学校保健安全法第 14  
 条 
・学校保健安全法施行規

則第 9条 
 
 
 
 
・虐待法第 5条、第 6条 
・児童福祉法第 25 条 
 
 
 
 
 
 
 
・学校保健安全法第 19

条・第 20 条・第 21 条 
 
 
 
・学校保健安全法第 27 

条・第 29 条・第 30 条 
 
 
 
 
・学校保健安全法第 29 

条第 3項 
 
 
 
 
 
 
学校保健安全法第 28 条 
 
 
 
 
 
学校保健安全法第 28 条 
 
 
 
 
関係法令等 
 

(3)-1 健康診断結果を保護者に通知し 
ていない。 

(3)-2 適切な措置を取っていない。 
 
 
 
 
 

不適切な養育の兆候が見られる場合に
適切に対応しているか 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 感染症の拡大防止への取組が適切

に行えていない。 
 
 
 
(2) 感染症発生時の対応が不十分であ

る。 
 
 
 
 
(1)-1 学校安全計画を策定していない。 
 
(1)⁻2 危険等発生時対処要領を策定し

ていない。 
 
(1)-3 職員への周知・教育を実施してい

ない。 
 
(2)-1 定期的な訓練を実施していない。 
 
(2)-2 園児の心のケアに係る対策を講

じていない。 
 
 
(3)-1 定期的な安全確認を実施してい

ない。 
(3)-2 法令で義務付けられた定期点検

を実施していない。 
 
適正かつ適正に対応されていない。 
 

 

Ｃ 
 
Ｂ 
 
 
 
 
 
Ｂ軽微
な違反
B 
 
法令等
に反す
るもの
Ｃ 
 
Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

Ｂ 

 
Ｂ 
 
 
Ｂ 
 
Ｂ 
 
 
 
Ｂ 
 
Ｃ 
 
 
軽微な
ものＢ 
法令等
に違反
するも
のＣ 



 
会 計 編 

 
【目次】 
第一 利用者負担等 
第二 施設型給付費の請求 
第三 補助金の請求 
第四 その他 
 
【凡例】 
 以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。 
 

№． 関係法令及び通知等 略 称 

１ 平成２４年８月２２日法律第６５号「子ども・子育て支援法」 支援法 

２ 平成２６年４月３０日内閣府令第３９号「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準」 
運営基準 

３  平成１８年４月１日１７江総総第７３８号「江東区私立幼稚園等園児保護者に対する補助金交付要綱」 保護者補助金要綱 

４ 平成２７年４月１日２７江教学第３３８５号「江東区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱」 幼稚園型一時預かり要綱 

５ 平成３１年４月１日３１江教学第５７号「江東区私立幼稚園等教職員処遇改善費補助金交付要綱」 処遇改善要綱 

６ 平成３１年４月１日３１江教学第３９１７号「江東区私立幼稚園等教職員住宅賃料補助金交付要綱」 住宅要綱 

７ 平成３１年４月１日３１江教学第４０４３号「江東区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付要綱」 特支要綱 

 



項目 基本的考え方 観点 関係法令 評価事項 評価 

 
第一 利用者負担等 
 
１ 利用者負担額等の受領 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
２ 記録の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二 施設等利用費の受領 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) 特定子ども・子育て支援施設は、特定子ども・子

育て支援を提供したときは、施設等利用給付認定保
護者から、その者との間に締結した契約により定め
られた子ども・子育て支援の提供の対価の支払いを
受けるものとする。 

 
 
(2) 特定子ども・子育て支援施設は、(1)の支払いを

受ける額のほか、特定費用の支払を施設等利用給付
認定保護者から受けることができる。 

  この場合において、特定子ども・子育て支援施設
は、あらかじめ、当該支払を求める金銭の使途及び
額並びに理由について書面により明らかにするとと
もに、施設等利用給付認定保護者に対して説明を行
い、同意を得なければならない。 

 
 
(3) 特定子ども・子育て支援施設は、(1)及び(2)の支

払いを受ける際、当該支払をした施設等利用給付認
定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。 

  この場合において、当該領収証は、利用料の額と
特定費用の額とを区分して記載しなければならな
い。ただし、(2)の費用の支払いのみを受ける場合は
この限りでない。  

 
 
 
(1) 特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関 

する諸記録を整備しておかなければならない。 
 
(2) 特定子ども・子育て支援施設は、運営基準第54条 

の規定による特定子ども・子育て支援の提供に関す 
る記録及び第58条に規定する区への通知に係る記録 
を整備し、その完結の日から5年間保存しなければな 
らない。 

 
 
 
 施設等利用費を区へ請求する際には、園則に規定さ 
れる入園料及び保育料を対象として給付額を算定の 
上、給付対象者の住所等の情報、認定内容を適切に把 
握の上、請求を行うこと。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) 保育料の徴収が適正に行われて

いるか。  
 
 
 
 
 
(2)-① 特定費用の額の設定や徴収を 

適切に行っているか。 
(2)-② 特定費用の徴収について、あ 

らじめ保護者へ説明、同意を得てい 
るか。 

 
 
 
 
 
(3) 保育料及び特定費用の徴収後、領 

収証を保護者に交付しているか。 
 
 
 
 
 
 
 
 

記録を整備しているか。 
 
 

会計に関する記録を整備し、保存し
ているか。 
 
 
 
 
 
 
 請求額や給付対象者の管理を適切に
行っているか。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
運営基準第55条第1項 
 
 
 
 
 
 
運営基準第55条第2項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
運営基準第 56 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
運営基準第61条第1項 
 
 
 
運営基準第61条第2項 
 
 
 
 
 
 
保護者補助金要綱 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
(1) 保育料を適正に徴収していない。 
 
 
 
 
 
 
(2)-① 特定費用の設定や徴収を適切に

行っていない。  
(2)-② 特定費用の徴収について、保護 

者への説明を行っていない、または同 
意を得ていない。 

 
 
 
 
 
(3) 領収証を交付していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記録を整備していない。 
 
 
 
 記録の整備及び保存をしていない。 
 
 
 
 
 
 
請求管理が適切に行われていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

第三 補助費の請求 
 
 
 
 
 
 
 
第四 その他 
 
 
 
 

区からの補助金について不正に請求してはならな
い。 
 
 
 
 
 
 

上記の定めるもののほか、必要に応じて現金の管理
方法やその会計上の取扱、会計帳簿等について確認す
る。 
 
 
 

補助金の請求が適正であるか。 
 
 
 
 
 
 
 

適正な手続きまたは処理が行われて
いるか。 

幼稚園型一時預かり要
綱 
処遇改善要綱 
住宅要綱 
特支要綱 
 
 
 
関係規定 

(1) 補助金の請求が不適正である。 
(2) 補助金の請求に不備がある。 
 
 
 
 
 
 

適正な手続きまたは処理が行われてい
ない。 

軽微な
違反 B 
 
法令等
に反す
るもの
Ｃ 
 
軽微な
違反 B 
 
法令等
に反す
るもの
Ｃ 
 


